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がんと診断されたら？

安心して治療を続けるため

利用できる様々な制度があります！

医療費が払えるのか心配

自分に当てはまる制度って？

仕事ができなくなったら
どうしよう・・・

どこに相談すればいいの？



高額療養費制度①
・医療費（健康保険が使える治療費や薬代）
が高額になったとき、自己負担の上限を超え
た分が返ってくる制度です。

・国民健康保険、社会保険など公的医療保険
に加入していれば利用できます。

・当院では令和7年４月から、オンラインで
上限額を確認できるようになりました。



高額療養費制度②
・世帯合算・・・同じ世帯（＝同じ健康保険に加入している家
族）で支払った医療費を合計して計算できる制度です。各自己負
担額が21000円超えることが条件です。

・多数該当・・・過去12か月（1年間）で高額療養費の支給を受
けた月が3回以上ある場合、4回目から多数該当となり、自己負担
限度額が低くなります。

・院外薬局（調剤薬局）の薬代も、高額療養費制度の対象になり
ます。







傷病手当金
・病気や怪我で仕事を休んだときに、収入の一部を補う制度で
す。連続して4日以上仕事に就けなかった場合に申請できます。
（最初の3日間は支給なし）

・会社員、公務員など社会保険に加入している方が対象です。

・給料の約３分の２が、最長で１年６か月支給されます。



医療費控除

・確定申告で税金が戻ってくる制度です。

・年間１０万円を超える医療費があった場合に対象になります。

・戻ってくる金額は、所得や支払った税金額によって異なります。



障害年金
・病気や怪我で日常生活や仕事が難しくなったときに、
国から支給される年金です。

・初診日から１年６か月たった時点で請求できます。

・給付要件があります。

・国民年金は市役所の年金窓口、厚生年金は年金事務
所が基本の申請窓口になります。



ハローワーク出張がん就労相談

・月に一度、当院を受診されている患者さ
んに向けて開催しています。

・就労の専門家である、ハローワークの就
労支援ナビゲーターを迎え、出張相談を
行っています。当院の相談員も同席いたし
ます。

・ご希望があればがん相談支援センターへ
お問い合わせください。

お仕事に関するお悩みは・・・



まとめ

がんに関する相談は
『がん相談支援センター』へ

治療のことだけでなく、仕事やお金、気持ちの不安など
どんなことでも相談ができる窓口です。
患者さんご本人だけでなく、ご家族の方も利用できます。
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